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令和７年３月 28 日

土木部各課長

様

各土木事務所長

土 木 部 長

「高知県建設工事クールワークタイム」実施要領の策定について（通知）

近年の地球温暖化により、全国的に夏季の気温が上昇しているところ、建設工事の発

注においては、猛暑日を考慮したうえで、適正に工期を設定しています。しかしながら、

近年の気温上昇は厳しく長期に亘る状況にあり、猛暑日に限らず熱中症のリスクは高い

ことから、更なる働き方改革が求められています。

このため、夏季等の高温時間帯の作業を回避し、作業員の健康と安全を確保すること

を目的として、「高知県建設工事クールワークタイム」実施要領を策定しましたので、

通知します。

なお、本要領は、令和７年３月 28日から施行します。

（問い合わせ先）

＜実施要領に関すること＞

土木政策課 契約担当

TEL：088－823－9813
＜工期設定等に関すること＞

技術管理課 設計基準担当

TEL：088－823－9826
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「高知県建設工事クールワークタイム」実施要領

（目的）

第１条 クールワークタイムの導入により、夏季等における高温時間帯の作業を回避

し、作業員の健康と安全を確保することを目的とする。

（対象期間）

第２条 クールワークタイムは、６月１日から９月 30 日までの期間を対象とする。

２ 受注者は、クールワークタイムを導入しようとするときは、工事着手時又は導入

する概ね一週間前に発注者と協議のうえ、対象期間を施工計画書又は打合せ記録等

に記載する。

（対象工事）

第３条 クールワークタイムは、屋外での作業を主とする建設工事に適用する。な

お、主たる工種が屋内作業の場合であっても、空調設備がなく屋内環境が屋外と同

等と認められる場合は、受発注者との協議により対象とすることができるものとす

る。

（クールワークタイム導入の協議）

第４条 クールワークタイムを導入する期間における作業時間は、受発注者で協議し

た作業時間とする。

２ 協議により設定した対象期間及び作業時間等については、施工計画書又は打合せ

記録簿等に記載することとする。

３ 原則、11 時から 14時までの間は、高温による健康リスクを避けるため、作業を

休止し、休憩時間とする。なお、現場環境に応じて、休憩時間を変更することがで

きるものとする。

（工期の延長）

第５条 クールワークタイムの導入に伴う作業時間の短縮（1日あたり２時間）を補

うため、工期を延長することができるものとする。

２ 工期の延長日数は、クールワークタイムの導入期間中において短縮した時間数に

基づいて算出する。

３ 算出方法は、短縮時間×クールワークタイム導入期間（現場閉所日を含む）÷８

時間（所定労働時間）－７日（猛暑日）とし、小数点１位を切り上げるものとす

る。

４ 受注者は、契約書第 22 条に基づき、工期の延長を請求することができるものとす

る。
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５ 工期の延長請求は、猛暑日による作業不能日とは別に考慮できるものとする。

（経費の負担）

第６条 工期延長等に伴う現場維持等の費用計上は行わないものとする。ただし、「熱

中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」（令和元年９月２日付け元高技

管第 147 号 技術管理課長通知）における補正対象となる場合は、別途対象とできる

ものとする。

（安全衛生管理）

第７条 受注者は、高温環境での作業を避けるため、作業員に対して熱中症予防のた

めの水分補給や適切な休息などを徹底する。

２ 定期的な健康チェックを行い、作業員等の安全と健康を確保する。

３ 休憩時間中には、涼しい場所での休息を推奨し、必要に応じて冷房設備を提供す

る。

（緊急時の対応）

第８条 悪天候や予期せぬ事態により、休憩時間中の作業が必要となった場合は、発

注者と受注者が適時に連携して迅速かつ適切な措置を講じる。

（クールワークタイムの効果検証）

第９条 発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受

注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。

（その他）

第 10 条 対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が

協議して定めるものとする。

附則

この要領は、令和７年３月 28 日から施行する。



3

（工期延長の請求例）

様式26

令和 年 月

日

高知県知事 様

受注者 住 所

氏 名

完成期限延長申請書

下記のとおり、工事の完成期限の延長を申し出ます。

記

１ 工事名及び工事番号

２ 工 事 場 所

３ 請 負 金 額

４ 契 約 年 月 日

５ 工 期

６ 延 長 日 数 例：2時間×61日（現場閉所日含む）÷8時間－７日＝8.25日
≒9日（土日含む）

７ 完成予定年月日

８ 理 由 例：クールワークタイム導入（令和7年8月1日から令和7年9月
30日）に伴う作業時間の短縮（1日あたり２時間）を補うため。
クールワークタイムの実績については、別紙（日報や工程表など）

のとおり。
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クールワークタイム実施要領 ＱＡ

Q1: クールワークタイムとは何ですか？

A1: クールワークタイムは、夏季の高温時間帯（原則として 11 時から 14 時）に作業を

中断することで、作業員の健康と安全を確保する制度です。クールワークタイム導入

により、この時間帯は休憩時間とし、午前・午後の作業時間を調整します。

Q2: なぜクールワークタイムを導入するのですか？

A2: クールワークタイムの導入は、高温環境下での作業による熱中症やその他の健康リ

スクを低減するためです。これにより、作業員の安全と健康を守り、作業効率を維持

することが目的です。

Q3: クールワークタイム期間中の作業時間はどうなりますか？

A3: クールワークタイム期間中の作業時間は、原則として、午前は、8時から 11 時ま

で、午後は、14 時から 17 時までとし、11 時から 14 時の間は作業を停止し、休憩時

間とします。なお、受発注者の協議により、以下のような作業時間を定めることもで

きます。

（例１）午前：８時～11 時。午後：14 時～17 時。（２時間短縮）

（例２）午前：８時～12 時。午後：14 時～17 時。（１時間短縮）

（例３）午前：８時 30 分～11 時。午後：14 時～17 時 30 分。（２時間短縮））

Q4: 作業時間が短縮される分はどのように補いますか？

A4: クールワークタイムによる作業時間の短縮分は、工期を延長することで補います。

例えば、クールワークタイム期間中に２時間の作業停止が 60 日間（現場閉所日を含

む）続く場合、15日間（120 時間分）から７日間（猛暑日）を差し引いた日数の８日

間の工期を延長できます。

・２時間×60日÷８時間－７日＝８日

Q5: クールワークタイム期間中に工期が延長されることで、追加費用は計上されますか？

A5: 工期の延長に伴う追加費用は計上されません。ただし、積算基準等に基づく熱中症

対策や建設機械の損料、仮設材の賃料等が追加で必要になる場合がありますので、

クールワークタイム導入時には、受発注者で協議してください。

Q6: クールワークタイム期間中の休憩時間に天候が悪化した場合、作業はどうなりますか？

A6: 天候が悪化した場合、現場の状況に応じて作業を再開してください。安全を最優先

し、必要に応じて関係者と協議のうえで作業してください。
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Q7: クールワークタイム期間中に日によって作業時間を変更できますか？

A7: 期間中は、当初協議した作業時間を日によって変更することはできません。なお、

緊急時にはその限りではありません。

Q8: クールワークタイムの実績はどのように確認しますか？

A8: クールワークタイムを導入しようとするときは、事前に受発注者で協議のうえ、対

象期間を施工計画書又は打合せ記録等に記載します。その後、工期延長の請求時に日

報や工程表などにより、実績（クールワークタイムの期間中である旨）を提出するこ

ととなります。

Q9: 施工途中からでもクールワークタイムを導入してもいいですか？

A9: 対象期間であれば、工期の途中からでも受発注者で協議のうえ、実施してかまいま

せん。


